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農業経営基盤の強化の促進に関する 

基 本 方 針 

 

 

１ 基本方針策定及び見直しの趣旨 

 

平成５年８月制定された農業経営基盤強化促進法においては、経営感覚に優れ

た効率的かつ安定的な経営体が、地域における農業生産の相当部分を担うような

農業構造の確立を図り、農業経営基盤の強化を推進するための措置を総合的に講

ずることとされている。 

このため、平成６年３月に県では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方

針」を策定、さらに、平成１２年及び平成１７年に見直しを行い農業経営基盤の

強化のための各般の施策に取り組んできたところである。 

国においては、食料自給率の向上を目指すことが喫緊の課題であり、担い手の

確保・育成対策の推進と併せて新たな農地政策として平成２０年１２月に「農地

改革プラン」が示された。さらに、平成２１年１２月には食料の生産基盤である

農用地の確保と有効活用を促進する農地利用集積円滑化事業の創設等を含んだ農

業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行された。今回、農業経営基盤

強化促進法の一部改正及び農業情勢等の変化を踏まえ、本県基本方針の一部見直

しを行うものである。 

 

 

２ 基本方針の性格と役割 

 

基本方針は、「やまなし農業ルネサンス大綱」に位置付けられている、認定農

業者及び農業生産法人等を本県農業の相当部分を担う経営体として確保・育成を

図るための推進指標とし、地域別に目標とする農業経営の姿を明確にするととも

に、これらの経営体への農地の利用集積を促進し、本県農業の経営基盤の強化を

促進する。 

なお、基本方針は、市町村の基本構想策定の指針とするものとし、その計画期

間は、平成２１年度からの今後１０年間とする。 
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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 

 

１ 農業生産の方向 

本県の農業は、東京圏に近い有利な立地条件や変化に富んだ自然条件

を活かしながら、果樹を中心に水稲、野菜、花き、畜産等の特色ある農

業生産を展開している。今後は更に担い手の経営力の向上、産地基盤の

強化、販路の拡大等に総合的に取り組み、「やまなし農業ルネサンス大

綱」に掲げる「担い手が育つ高収益な農業の実現」、「魅力ある活力に

満ちた農村の創造」の２つの目標の実現に向け農業生産を展開していく。 

 

２ 施策の展開方向 

今後１０年を見通し、上記の農業生産を展開するため、これを担う農業経営

の育成目標及び農業構造の明確化を図り、その実現に向けて各種施策を展開す

るものとする。 

 

（１） 育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標 

地域の他産業従事者と均衡する労働時間と生涯所得が確保できる農業

経営を確保・育成するとともに、これらの経営体が地域の農業生産の相

当部分を担うことが出来るような農業構造を確立することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

なお、市町村基本構想にあっては、中山間地域等における実状を考慮

し農業経営の目標を設定する。 

 

（２） 施策の方向 

望ましい農業経営及び農業構造の確立を図るため、効率的かつ安定的

な農業経営の育成を基本として、目標に向けて農業経営の改善を計画的

に進めようとする認定農業者への誘導を図る。 

今後、新規就農者や企業の農業参入等、多様な担い手を確保し、認定

農業者に育成するとともに、農村女性についても認定農業者として農業

経営へ積極的に参画するよう推進する。 

これらの農業者に対し、経営規模の拡大、資本装備の充実、雇用労働

力の確保や労働条件の改善等、経営改善を促進する支援を重点的に実施

するとともに、経営管理能力の向上のための研修等により、高度な技術

と経営感覚を備えた経営体の育成に努めるとともに、経営の発展状況に

 
主たる従事者１人あたり 

年間総労働時間  １,８００時間 
年間農業所得     ５５０万円 
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応じ法人への移行を推進する。 

また、地域農業の維持・発展のため、認定農業者、認定農業者志向農

家、兼業農家及び自給的農家との間で地域資源の維持管理、補助労働力

の提供等の面での役割分担を明確にし、相互にメリットを享受できるよ

う連携体制を整備するとともに、地域の実情に即した営農・生産組織を

育成し、多様な担い手として位置づける。育成にあたっては、市町村、

農業委員会、農業協同組合、普及センター等関係機関・団体が有機的に

連携し組織化に向けた支援を行う。 

 

①地域農業の中核となる担い手の確保・育成 

・農業大学校等における新規就農希望者研修、経営者能力向上研修の実

施 

・融資制度の活用、家族経営協定の締結 

・農業経営の法人化推進 

・地域に根ざした大規模農業法人の育成・支援 

②地域の実情に応じた多様な担い手の確保・育成 

・効率的かつ安定的な農業経営組織の育成 

○地域及び営農の実態等に応じた多様な生産組織を育成するとともに、

経営の効率化を図る。 

○集落営農については、本県農業の多様な担い手のひとつに位置づけ、

果樹栽培や中山間地域など、本県農業の実態にあった集落営農を育

成する。 

また、その一部については特定農業団体、特定農業法人への誘導

を図る。 

・育成すべき効率的かつ安定的な農業経営を補完する農作業受託組織等

の育成 

○市町村、農協等が参画した農作業受託組織としての第三セクターや

サービス事業体等の育成を図る。 

③土地基盤の整備 

畑地及び水田の圃場整備、農業用用排水路の整備、畑地かんがい施設

整備、基幹及び幹線・支線・耕作農道の整備 

④農地流動化の推進 

利用権の設定等の推進、農作業受委託の推進、優良農地の確保・保全、

遊休農地の発生防止と有効活用、農地利用集積円滑化事業の推進 

⑤労働力の確保 

援農システム及び雇用労働力の供給体制の整備、高性能機械の効率的

利用体制の構築 
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⑥持続性の高い農業生産方式の推進 

耕種農家と畜産農家の連携強化、堆肥施設の設置、環境保全型農業の

推進、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の導入推進 

⑦流通・加工 

集出荷施設整備、予冷・保冷施設整備、統一的出荷体制の整備、農業

者と商工業者の連携（農商工連携）強化 

⑧技術開発  

地域に適応した新技術の開発、遺伝子解析手法等の利用による優良品

種、系統の育成選抜 

 

（３） 地域別施策の方向 

効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保を基本とした地域農業の維

持・発展のため、地域の実態に即した方策を講ずることが必要である。

このため、地域の地理的・地形的条件に加え、農業従事者、営農形態等

農業の実態を考慮して、地域の実情に適合した農業経営を推進するもの

とする。 

 

① 労働集約型農業地域 

・施設野菜、花き、果樹を中心とした高収益型農業を展開する認定農業

者の確保・育成を図る。 

・既存樹園地の再編整備を行い、省力化、低コスト化、流動化に向けた

取り組みを推進する。 

・農繁期の労働力の確保のための援農システムを推進する。  

② 土地利用型農業地域 

・農地の流動化を進め、輸入農畜産物に対応する低コスト生産を追求す

ることが可能な認定農業者を確保・育成する。 

・水稲を中心とした農作業受託を推進し、広域的な営農活動を推進す 

る。 

・規模拡大による経営の安定化を図るため、利用権設定等促進事業を活

用し、農用地の利用集積を推進する。 

③ 付加価値型農業地域 

・認定農業者、認定農業者志向農家の育成を図るとともに、地域ぐるみ

による生産体制の整備を推進する。 

・地域ぐるみで生産から加工・流通まで一貫した供給体制を整備し、高

付加価値を確保する特産品の産地形成及び地産地消の推進を図る。 
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第２ 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 

 

第１に示した目標を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指標として、県下で

展開している優良事例を踏まえつつ、代表的な営農類型の試算により例示的に示した。 

なお、市町村基本構想にあっては、これらを参考にして地域の実情に即した試算等

を通じ農業経営の基本的指標とする。 

 

１ 試算の前提条件 

 

（１） 経営形態と労働力構成 

家族型農業経営においては、その労働力は原則として主たる従事者１

人、補助的従事者１～２人とし、各指標に主たる従事者に換算して示し

た。なお、不足する労働力は雇用により確保することとした。 

 

（２） 技術・装備水準 

現時点である程度の普及が見込め、１０年後には一般化する見通しの

ある技術水準によるものとする。 

なお、具体的な技術・装備の選択にあっては、農業の自然循環機能の

維持・増進に資するものを極力盛り込むこととした。 

 

（３） 資本装備及び経営費 

資本装備の取得価額、耐用年数及び経営費は、本県が作成した次の資

料に準じ、経営費の変動を考慮し設定した。 

なお、雇用労費は１時間あたり７６０円とした。 

（参考） 

「農業経営指標（果樹・野菜・花き・作物・特作・畜産）」 

（平成２２年２月一部改正） 

 

（４） 農産物価格 

最近の市場価格を参考に設定した。ただし、直売等にあっては実際の

事例に基づく価格とした。 

 

（５） 労働時間 

主たる従事者の年間労働時間は１,８００時間とし、補助従事者は９０

０時間とした。 

 

（６） 所 得 

主たる従事者１人当り５５０万円の所得を確保しうるものとした。 
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２ 基本的指標の記述内容 

農業経営の規模が一定以上になると、従来の経営では顕在化しなかった経営

管理、雇用労働、資本投下に伴う負担の増大等が発生する。これに対応するた

め、農業経営の基本的指標には経営規模以外に生産方式、経営管理の方法及び

農業従事の様態等を示すものとする。なお、これらの記述内容の留意事項は次

のとおりとする。 

 

（１） 営農類型 

代表的な営農類型を設定し、市町村基本構想における営農類型の組合

せがしやすいよう配慮した。 

 

（２） 経営規模 

経営規模は利用する農地等の面積とし、（ ）書きは裏作を示し全体

の経営規模に加算しないものとした。 

 

（３） 生産方式 

目標を達成するうえで重要な技術・作付体系及び資本装備を記述した。 

なお、資本装備の欄に記述した施設・機械等は一般的なものであり、

それと同様の機能を有するものをもって替えることができる。 

（参考） 

「農業経営指標（果樹・野菜・花き・作物・特作・畜産）」 

（平成２２年２月一部改正） 

 

（４） 経営管理の方法 

経営改善の目標を達成するため、農業者の知識、経験、技術及び設備

を有効に活用するための経営管理手法を記述した。 

 

（５） 農業従事の様態等 

経営体を担う人材を確保するための就業環境の改善に関する事項を記

述した。 
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３  基本的指標 

（１） 一覧表 

 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 番 号 経営規模 備 考 

ハウス＋露地 1 １００ａ  
ブドウ専作 

露地 2 １２０ａ  

ハウス＋露地 3 １３０ａ  

果 樹 

モモ専作 
露地 4 １５０ａ  

ｵｳﾄｳ＋ﾓﾓ＋ﾌﾞﾄﾞｳ 雨よけﾊｳｽ＋露地 5 １２０ａ  

ブドウ＋モモ 露地 6 １３０ａ  

モモ＋スモモ 露地 7 １４０ａ  

ブドウ＋スモモ 露地 8 １００ａ  

果樹複合 

ﾓﾓ＋ﾌﾞﾄﾞｳ＋加工柿 露地 9 １４０ａ  

果樹＋野菜 モモ＋イチゴ 露地＋ﾊｳｽ促成 10 １００ａ  

複合 オウトウ＋イチゴﾞ 雨よけﾊｳｽ＋ﾊｳｽ促成 11 ７０ａ  

 ﾌﾞﾄﾞｳ＋ﾓﾓ＋たらのき 露地＋ﾊｳｽふかし 12 １２０ａ  

トマト ﾊｳｽ半促成・抑制 13 ７０ａ  

トマト＋キュウリ ﾊｳｽ半促成・抑制 14 ７０ａ  

ナス＋スイートコーン＋ツケナ 15 ２５５ａ  

夏秋トマト＋レタス 16 １８５ａ 高冷・中間地 

野 菜 

夏秋イチゴ＋促成イチゴ 17 ４０ａ 高冷・中間地 

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ＋ｼﾝﾋﾞｼﾞｳﾑ 18 ６０ａ  

ｼｸﾗﾒﾝ他 19 ６０ａ  鉢花 

ｸﾘｽﾏｽｴﾘｶ＋ﾋﾞｵﾗ＋ﾍﾞｺﾞﾆｱ･ｾﾝﾊﾟ
＋ﾙｸﾘｱ 

20 ３５ａ 高冷地 

花 き 

切り花 バラ 21 ３０ａ  

水 稲 水稲＋麦＋大豆 22 １２ｈａ  

茶 生産・加工 23 ２.５ｈａ 峡南 

自給飼料型スタンチョン 24 ４０頭 経産牛 
乳牛 

自給飼料型フリーストール 25 １００頭 経産牛 

黒毛和種・肥育 26 １００頭 常時飼養 
肉牛 

交雑種・肥育 27 １００頭 常時飼養 

養豚 一貫 28 １５０頭 種雌豚 

畜 産 

採卵養鶏 29 １万羽 成鶏 
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 （２）基本的指標 
  指 標 番 号  １ 

営 農 類 型 
大区分 中区分 小区分 経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  ブドウ 
 専作 

 ハウス 
 ＋露地 

    １００ａ 
 
 （内訳） 
  ハウス３０ａ 
  露 地７０ａ 

 【資本装備】 
・作業場  ・格納庫 
・ブドウ棚 ・ハウス ・暖房機 
・管理機  ・乗用モア 
・スピードスプレヤー ・軽トラック 

 
 【技術・作付体系】 
 ・「ブドウ加温体系」を遵守する。 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定、花穂伸長等省力化技術 
の導入による労力の削減 

 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 
 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 種無しピオーネ・超早期 10a ５,０００ ２,０００ ２,５００ ７０８ 10a  ハウス 
 種無しピオーネ・早 期 20a ３,６００ １,８００ ２,０００ ５７４ 20a 
 巨峰・ピオーネ（種なし） 10a ９１８ １,５００ ６１２ ２７５ 30a 
 ロザリオ・ビアンコ 10a １,２０１ １,８００ ６６７ ４８２ 20a 
 早生系甲斐路 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 10a 

 

 露 地 

 シャインマスカット 10a ２,２７１ １,５００ １,５１４ ３５１ 10a 

   

 
 留 意 事 項  

 

 ・地域の特性に応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
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  指 標 番 号  ２ 

営 農 類 型 
大区分 中区分 小区分 経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  ブドウ 
 専作 

 露地 
 
  

    １２０ａ  【資本装備】 
 ・作業場       ・格納庫 
 ・ブドウ棚      ・乗用モア 
 ・スピードスプレヤー ・軽トラック 
 ・梱包機       ・ファックス 
 ・パソコン一式 
 
 【技術・作付体系】 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定、花穂伸長等省力化技術の 
導入による労力の削減 

 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 
 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 デラウェア（ﾒﾘｯﾄﾎｰｽ） 10a ７０１ １,５００ ４６８ ４４７ 10a 
 巨峰・ピオーネ（種なし） 10a ９１８ １,５００ ６１２ ２９３ 50a 
 ロザリオ・ビアンコ 10a １,２０１ １,８００ ６６７ ４６６ 20a 
 早生系甲斐路 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 20a 
 シャインマスカット 10a ２,２７１ １,５００ １,５１４ ３５１ 20a 

 

露 地 

 ブドウ宅配 10a １,２００ １,０００ １,２００ ４０１ (8a) 

     

   ・宅配料金は経費に含まないこととした。 
   ・宅配に係る作業は、次のとおりとした。 
    注文書発送  受注作業 宅配伝票 梱包作業 請求書発送 入金処理 顧客整理 お礼状発送 顧客電話対応 顧客来園対応 

留 意 事 項  
 〈宅 配〉   ・顧客の獲得に向けた取組を行い、段階的に受注・発送量の増加を図る。 
         ・宅配に係る作業を細分化し、家族間の役割分担を明確にする。 
 〈共 通〉   ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
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  指 標 番 号  ３ 

営 農 類 型 
大区分 中区分 小区分 経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  モモ 
 専作 

 ハウス 
 ＋露地 

    １３０ａ 
 
 （内訳） 
  ハウス  ２０ａ 
  露  地１１０ａ 

 【資本装備】 
 ・作業場       ・格納庫 
 ・ハウス       ・暖房機 
 ・果樹収穫作業台車 
 ・スピードスプレヤー ・軽トラック 
 ・乗用モア      ・管理機 
  
 【技術・作付体系】 
 ・「モモ加温体系」を遵守する。 
 ・複数の品種の組合せによる労力の分散 
 ・性フェロモン剤の設置 
 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 
 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 ハウス  日川白鳳 10a ３,５１２ ２,０００ １,７５６ ６６４ 20a 
 日川白鳳（無袋） 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 20a 
 加納岩白鳳（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 20a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 
 浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 10a 
 なつっこ（有袋） 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 20a 

 

 露 地 

 川中島白桃 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 20a 

     

 

 留 意 事 項  

  ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
  ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 

 



 

 11 

 
  指 標 番 号  ４ 

営 農 類 型 

大区分 中区分 小区分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  モモ 
 専作 

 露地     １５０ａ  【資本装備】 
 ・作業場       ・格納庫 
 ・スピードスプレヤー ・軽トラック 
 ・果樹収穫作業台車  ・乗用モア 
 ・梱包機       ・ファックス 
・パソコン一式 

 
 【技術・作付体系】 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・性フェロモン剤の設置 
 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 
 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

日川白鳳（無袋） 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 30a 
加納岩白桃（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 30a 
白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４１９ 30a 
浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 20a 
なつっこ（有袋） 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 20a 
川中島白桃 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 20a 

 

露 地 

モモ宅配 10a ８００ １,０００ ８００ ４００ (5a) 

    

 
・宅配料金は経費に含まないこととした。 
・宅配に係る作業は、次のとおりとした。 
   注文書発送  受注作業 宅配伝票 梱包作業 請求書発送 入金処理 顧客整理 お礼状発送 顧客電話対応 顧客来園対応 

 留 意 事 項  

 〈宅 配〉 ・顧客の獲得に向けた取組を行い、段階的に受注・発送量の増加を図る。 
       ・宅配に係る作業を細分化し、家族間の役割分担を明確にする。 
 〈共 通〉 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
       ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号  ５ 

営 農 類 型 
大区分 中区分 小区分 経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  複合 
 

モモ 

 ＋ 

ブドウ 

 ＋ 

オウトウ 
  

 露地 
 ＋観光 

 

    １２０ａ  【資本装備】 
 ・作業場       ・格納庫 
 ・雨よけハウス 
 ・果樹収穫作業台車  ・軽トラック 
 ・スピードスプレヤー ・乗用モア 
 ・管理機       ・パソコン一式 
 
 【技術・作付体系】 
 ・オウトウ貯蔵花粉の確保と人工授粉 
の実施 

 ・モモ品種の組み合わせによる労力の 
分散と性フェロモン剤の設置 

  
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 
  

 試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 高砂・雨よけ 10a １,１１３ ５５０ ２,０２４ ５７２ 10a 
 佐藤錦・雨よけ＋観光 10a １,６０５ ６００ ２,６７５ ６１２ 10a 
 日川白鳳（無袋） 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 30a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 30a 
 浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 20a 

 

 早生系甲斐路 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 20a 

 

  
   ・観光農園を開設する。 

 留 意 事 項  

 ・観光業者等の旅行日程に組入れ可能な地域とし、ＪＡ等との連携による集団的な取組が望ましい。 
 ・入園者の車両の駐車場の確保、トイレの整備等を検討する。 
 ・観光施設（トイレ、休憩舎等を含む。）を整備する場合には投資効果や資金繰りを検討する。 
 ・接客に係る役割分担を明確にし、入園者に応じた臨時雇用の確保に努める。 
 ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号 ６ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  複合 
 
ブドウ 

  ＋ 
モモ 

ハウス 
＋露地 

    １３０ａ  【資本装備】 
 ・作業場 ・格納庫  ・ブドウ棚 
 ・スピードスプレヤー ・乗用モア 
 ・軽トラック     ・パソコン一式 
 ・梱包機       ・ファックス 
 
 【技術・作付体系】 
 〈ブドウ〉 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定、花穂伸長等省力化技術の 
導入による労力の削減 

 〈モモ〉 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・性フェロモン剤の設置 
 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 日川白鳳（ハウス） 10a ３,５１２ ２,０００ １,７５６ ６６４ 20a 
 加納岩白鳳（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 20a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 

 モモ 

 浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 10a 
 ピオーネ（種なし） 10a ９１８ １,５００ ６１２ 

  
２９３ 20a 

 ロザリオ・ビアンコ 10a １,２０１ １,８００ ６６７ ４６６ 20a 
 早生系甲斐路 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 20a 

 

 ブドウ 

ブドウ宅配 10a １,２００ １,０００ １,２００ ４０１ (7a) 

     

 
 留 意 事 項  

 〈宅 配〉 ・顧客の獲得に向けた取組を行い、段階的に受注・発送量の増加を図る。 
       ・宅配に係る作業を細分化し、家族間の役割分担を明確にする。 
 〈共 通〉 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
       ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号  ７ 

営 農 類 型 

 大区分   中 区 分  小区分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  複合 
 
 モモ 
  ＋ 
スモモ 

 ハウス 
＋ 
露地 

    １４０ａ  【資本装備】 
 ・作業場    ・格納庫 
 ・ブドウ棚   ・スピードスプレヤー 
 ・軽トラック  ・乗用モア 
 ・果樹収穫作業台 
 ・トラクター  ・パソコン一式 
 【技術・作付体系】 
 〈モモ〉 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・性フェロモン剤の設置 
 〈スモモ〉 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・人工授粉の徹底による結実の確保 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 日川白鳳（ハウス） 10a ３,５１２ ２,０００ １,７５６ ６６４ 20a 
 加納岩白鳳（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 20a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 
 浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 10a 
 なつっこ（有袋） 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 10a 
 川中島白桃 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 20a 

 モモ 

 モモ宅配 1t ８００ １,０００ ８００ ４００ (2a) 
 サマーエンジェル 10a １,３１０ ２,４００ ５４６ ２９５ 10a 
 太陽 10a １,３８９ ２,５００ ４５５ ２７８ 10a 

 

 スモモ 

 貴陽 10a １,６７２ ２,２００ ７６０ ３４７ 20a 

      

 
 留 意 事 項  

 〈宅 配〉 ・顧客の獲得に向けた取組を行い、段階的に受注・発送量の増加を図る。 
       ・宅配に係る作業を細分化し、家族間の役割分担を明確にする。 
 〈共 通〉 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
       ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号  ８ 

営 農 類 型 
 大 区 分  中区分  小区分 経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹  
複合 
 
ブドウ 
＋ 
スモモ 

 露地     １００ａ  【資本装備】 
 ・作業場     ・格納庫 
 ・ブドウ棚    ・スピードスプレヤー 
 ・軽トラック   ・乗用モア 
 ・果樹収穫作業台 ・トラクター 
 ・パソコン一式 
 
 【技術・作付体系】 
 〈ブドウ〉 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定、花穂伸長等省力化技術の 
導入による労力の削減 

 〈スモモ〉 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・人工授粉の徹底に結実の確保 
 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 ピオーネ（種なし） 10a ９１７ １,５００ ６１２ ２９３ 20a 
 シャインマスカット 10a ２,２７１ １,５００ １,５１４ ３５１ 10a 
 ロザリオ・ビアンコ 10a １,２０１ １,８００ ６６７ ４６６ 10a 

 ブドウ 
  
 

 早生系甲斐路 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 10a 
 サマーエンジェル 10a １,３１０ ２,４００ ５４６ ２９５ 10a 
 太陽 10a １,１３９ ２,５００ ４５５ ２７８ 20a 

 

スモモ 

 貴陽 10a １,６７２ ２,２００ ７６０ ３４７ 20a 

     

 
 留 意 事 項  

 ・地域の特性に応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
 ・労力削減のため、低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号  ９ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 果樹   モモ 
  ＋ 
 ブドウ 
  ＋ 
 加工柿 

 露地     １４０ａ  【資本装備】 
 ・作業場  ・格納庫 
 ・燻煙乾燥施設一式 
 ・ブドウ棚 
 ・スピードスプレヤー   ・軽トラック 
 ・乗用モア ・トラクター ・作業台車 
 【技術・作付体系】 
 〈ブドウ〉 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定、花穂伸長等省力化技術の 
導入による労力の削減 

 〈加工柿〉 
 ・結実の安定を図るための人工授粉 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 
 ・育苗ほ場の確保 

 
 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・農繁期の臨時雇用従 
  事者の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

 巨峰・ピオーネ（種なし） 10a ９１８ １,５００ ６１２ ２９３ 30a  ブドウ 
 ロザリオ・ビアンコ 10a １,２０１ １,８００ ６６７ ４６６ 20a 
 日川白鳳 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 10a 
 加納岩白鳳（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 10a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 
 浅間白桃（有袋） 10a １,２８９ ３,０００ ４３０ ４０５ 20a 

モモ 
 
 
 
  川中島白鳳（有袋） 10a １,３４５ ３,０００ ４４８ ３９７ 10a 

 甲州百目 10a １,１７５ ６１６ ２,０２０ ３９０ 10a 

 

 加工柿 
 大和百目 10a ９９１ ８７５ １,１３３ ３４８ 10a 

     

  
留 意 事 項  
 
・地域の特性に応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 

 ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
・燻煙乾燥施設の共同利用を検討する。 
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  指 標 番 号 １０ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

 果樹  複合 
  モモ 
  ＋ 
 イチゴ 

 露地 
 ＋ 
 促成 

    １００ａ 【資本装備】 
・作業場       ・格納庫 

 ・スピードスプレヤー ・軽トラック 
 ・乗用モア      ・トラクター 
・パソコン一式 
・イチゴハウス ・管理機 ・動噴 
・暖房機 

  
【技術・作付体系】 
 〈モモ〉 
 ・品種の組合せによる労力の分散 
 ・性フェロモン剤の設置 
 
〈イチゴ〉 
・土耕 ・天敵導入 
 
【その他】 
・ほ場の集団化 ・モモ育苗ほ場の確保 
・イチゴ自家育苗 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 
 

生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

日川白鳳（無袋） 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 20a 
 加納岩白桃（有袋） 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 20a 
 白鳳（有袋） 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 

 モモ 

 浅間白桃（有袋） 10a １,２８８ ３,０００ ４３０ ４０５ 20a 

 

 イチゴ  促成 10a ３,７２０ ３,０００ １,２４０ １,２１０ 20a 

      

  

 留 意 事 項   

 ・地域の特性に応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
 ・労力削減のため、低樹高栽培の導入や無袋栽培の導入を検討する。 
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 指 標 番 号 １１ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

 果樹 
野菜 

 複合 
 
オウトウ 

  ＋ 
 イチゴ 

 雨 よ け
＋観光 

 
促成 

     ７０ａ 
 

【資本装備】 
・作業場       ・格納庫 
・オウトウ雨よけハウス 
・スピードスプレヤー ・軽トラック 
・乗用モア      ・トラクター 
・パソコン一式    ・収穫作業台 
・管理機  ・動噴  ・イチゴハウス 
・暖房機 

 
 【技術・作付体系】 
 ・オウトウの仕立て法は変則主幹形 
・イチゴは土耕  ・天敵導入 

 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化  
・オウトウ育苗ほ場の確保 
・イチゴ自家育苗 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

オウトウ 雨よけ＋観光 10a １,６０５ ６００ ２,６７５ ６２２ 50a 

 

イチゴ  促成・土耕・観光 10a ３,４１２ ３,０００ １,１３７ １,２１０ 20a 

      

  
・観光農園を開設する。 

留 意 事 項   
   

・観光業者等の旅行日程に組入れ可能な地域とし、ＪＡ等と連携した集団的な取組等が望ましい。 
 ・入園者の車両の駐車場の確保、トイレの整備等を検討する。 
 ・観光施設（トイレ、休憩舎等を含む。）を整備する場合は、投資効果や資金繰りを検討する。 
 ・接客に係る家族間の役割分担を明確にし、入園者数に応じた臨時雇用の確保に努める。 
 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 
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  指 標 番 号 １２ 

営 農 類 型 
 大 区 分  中区分  小区分 

経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

果樹 

＋ 

野菜 

複合 

 
ブドウ 
＋ 
モモ 
＋ 

たらのき 

 
露地 
＋ 
促成 

    １２０ａ  【資本装備】 
 ・作業場  ・格納庫  ・ブドウ棚 
 ・スピードスプレヤー  ・軽トラック 
 ・乗用モア ・トラクター 
 ・たらのきハウス  
 ・パソコン一式     ・動噴 
 【技術・作付体系】 
 〈ブドウ〉 
 ・発芽促進剤等の利用による労力の分散 
 ・短梢剪定や花穂伸長等の省力化技術の 
導入による労力の削減 

 〈モモ〉 
 ・品種の組み合わせによる労力の分散 
・性フェロモン剤の設置 
〈たらのき〉 
・促成栽培（ふかし） 
【その他】 

 ・ほ場の集団化 ・育苗ほ場の確保 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区        分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

生産 
面積 

巨峰・ピオーネ(省力)露地 10a ９１７ １,５００ ６１２ ２９３ 20a 
早生系甲斐路(露地)露地 10a ９９５ １,８００ ５５３ ４５３ 10a 

ブドウ 

ブドウ宅配 10a １,２００ １,０００ ２００ ４０１ (7a) 
日川白鳳(無袋)露地 10a １,１２６ ２,５００ ４５０ ３２１ 10a 
加納岩白桃(有袋)露地 10a １,２１０ ２,５００ ４８４ ４０９ 20a 
白鳳(有袋)露地 10a １,３４８ ３,０００ ４４９ ４２０ 20a 

モモ 

浅間白桃(有袋)露地 10a １,２８８ ３,０００ ４３０ ４０５ 10a 

 

たらのき 促成 10a ７８３ ２００ ３,９１９ ２３９ 30a 

      

 
 留 意 事 項  
 〈宅 配〉 ・顧客の獲得に向けた取組を行い、段階的に受注・発送量の増加を図る。 
       ・宅配に係る作業を細分化し、家族間の役割分担を明確にする。 
 〈共 通〉 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・栽培方法の組合せを検討する。 

      ・労力削減のため低樹高栽培や無袋栽培の導入を検討する。 
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  指 標 番 号 １３ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

 野 菜  施 設 
 トマト 

 半促成 
 ＋ 
抑制 

 
  

 半促成 
      ３５ａ 
 
 抑 制 
      ３５ａ 

   経 営  規 模 合 計          ７０ａ 

 【資本装備】 
 ・作業場   ・格納庫  ・ハウス 
 ・灌水装置 （・井戸） 
 ・動噴    ・軽トラック 
 ・トラクター 
 
 【技術・作付体系】 
 ・マルハナバチの導入による着果促進 
 ・複合環境制御システムの導入 
・ＩＰＭ技術の導入 
・燐酸・加里を低減した施肥体系  
・ヒートポンプの導入 
・半促成は、１月下旬定植、４月上旬～ 
６月下旬出荷 

 ・抑制は、８月上旬定植、１０月上旬～ 
１２月中旬出荷 

 
 【その他】 
 ・施設用地の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

 トマト  ハ ウ ス 半 促
成 

10a ２,４００ ８,０００ ３００ ８８６ 

 

 トマト  ハウス抑制 10a ２,４５０ ７,０００ ３５０ ７３８ 

      

 

 留 意 事 項   

 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・作型の組合せを検討する。 
・直売・契約栽培等販路の拡大を図る。 
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  指 標 番 号 １４ 

営 農 類 型 

 大 区 分  中区分  小区分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 野 菜  施 設 
 トマト 
 ＋ 
施設 

キュウリ 

 半促成 
 ＋ 
抑制 

 
  

 半促成トマト 
       ３５ａ 
 
 抑制キュウリ 
        ３５ａ 

   経 営  規 模 合 計          ７０ａ 

【資本装備】 
 ・作業場   ・格納庫   ・ハウス 
 ・灌水装置 （・井戸） 
 ・動噴    ・軽トラック 
 ・トラクター 
  
【技術・作付体系】 
・マルハナバチの導入による着果促進 
・ＩＰＭ技術の導入 
・燐酸・加里を低減した施肥体系 
・ヒートポンプの導入 

 ・複合環境制御システムの導入 
 ・半促成は、１月下旬定植、４月下旬～ 
６月下旬出荷 

 ・抑制は、８月上旬定植、９月上旬～ 
１２月上旬出荷 

 
【その他】 
 ・施設用地の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・農繁期の臨時雇用従 
  事者の確保 
  

 試  算  の  基  礎  
 

     区     分  生産 
 単位 

  粗 収 入 
   （千円） 

  生  産  量 
     (kg) 

  単  価 
  （円/kg) 

  労働時間 
    (h/年) 

 トマト  ハ ウ ス 半 促
成 

10a ２，４００ ８，０００ ３００ ８８６ 

 

 キュウリ  ハウス抑制 10a ２，３１３ ６，２５０ ３７０ ８４２ 

      

 

 留 意 事 項   

 ・地域の特性、顧客のニーズに応じた品種・作型の組合せを検討する。 
・直売・契約栽培等販路の拡大を検討する。 
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  指 標 番 号 １５ 

営 農 類 型 

 大 区 分   中  区  分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

 野 菜  ナス 
     ＋ 
 スイートコーン 
     ＋ 
 ツケナ 
      

ナス 
       ２５ａ 
 
スイートコーン 
      １１０ａ 
 
ツケナ 
      １２０ａ 
 
  

   経 営  規 模 合 計        ２５５ａ 

【資本装備】 
 ・作業場   ・格納庫 ・育苗ハウス 
 ・トラクター ・マルチャー 
・動力噴霧器 

 ・軽トラック ・管理機 
 
【技術・作付体系】 
 〈ナス〉 
 ・定植 ５月上旬 
 ・収穫 ６月上旬～１１月上旬 
 〈スイートコーン〉 
 ・露地、一重トンネル、二重トンネル 
 ・播種 ２月下旬～４月上旬 
 ・収穫 ５月下旬～７月上旬 
 〈ツケナ〉 
 ・秋まきと冬まき作型の組合せ 
 
【その他】 
 ・ほ場の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

       区      分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

 ナス 夏秋 10a ２,２２７ １０,０００ ２２３ ９６０ 
二重トンネル 10a ５８９ １,６００ ３６８ ２０９  スイートコーン 
一重トンネル 10a ４４１ １,６００ ２７６ １５６ 

 露地 10a ３１３ １,６００ １９６ ９８ 
秋まき 10a 

  ３，
３０
０ 

５,０００ ６０ １４７ 

 

 ツケナ 
  冬まき 10a ３６

０ 
４,５００ ８０ １９２ 

      

 

 留 意 事 項   

 ・地域の特性に応じた品種・作型の組合せを検討する。 
 ・ツケナは契約栽培を検討する。 
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適用地域  高冷地～中間地   指 標 番 号 １６ 

営 農 類 型 

大 区 分 中  区  分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

 
野 菜 

  トマト 
   ＋ 
  レタス  

 夏秋トマト 
３５ａ  

 
 レタス 

１５０ａ  
 

   経 営 規 模 合 計        １８５ａ 

【資本装備】 
・作業場 ・格納庫   ・育苗ハウス 
・ハウス ・トラクター ・マルチャー 
・噴霧  ・軽トラック ・管理機 
 
【技術・作付体系】 
 〈トマト〉 
  無加温ハウスによる収穫期間の延長 
・６月中旬定植、 
・８月上旬～１１月下旬出荷 

〈レタス〉 
・定植 ２月中旬～６月下旬 
・収穫 ４月下旬～８月中旬 
・定植 ６月下旬～９月中旬 
・収穫 ９月上旬～１０月下旬 

 
【その他】 
・ほ場の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
・臨時雇用の確保 

 

試  算  の  基  礎  
 

区      分 
生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

トマト  雨除け夏秋 10a ３,３５９ １０,０００ ３３６ ７３６ 
 

レタス  春夏、秋どり 10a ４６０ ４,０００ １１５ ２３０ 

 

 

留 意 事 項  

・高冷地～中間地に限る。 

・労働力の確保を検討する。 

・地域の特性に応じた品種・作型の組合せを検討する。 

・レタスの販売はコンテナによる業務用出荷とする。 
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適用地域  中間地～高冷地   指 標 番 号 １７ 

営 農 類 型 

大 区 分 中  区  分 
経 営 規 模  生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法  農業従事の様態等  

  
 野 菜   夏秋イチゴ 

     ＋ 
  促成イチゴ 

 夏秋イチゴ 
       ２０ａ 
 
 促成イチゴ 
       ２０ａ 
 
  

   経 営 規 模 合 計        ４０ａ 

【資本装備】 
・作業場   ・格納庫   ・ハウス 
・暖房機   ・育苗ハウス 
・灌水装置  ・トラクター ・動噴 
・軽トラック ・管理機 

 
【技術・作付体系】 
 〈夏秋イチゴ〉 
   ・定植 ５月上旬～中旬 
   ・収穫 ７月上旬～１０月下旬 
 〈促成イチゴ〉 
   ・定植 ９月中旬 
   ・収穫 １２月中旬～５月上旬 
 
【その他】 
 ・ほ場の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区      分 
生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

 イチゴ  夏秋 10a ２,７００ １,８００ １,５００ １,７８４ 
 

 イチゴ  促成 10a ３,４１２ ３,０００ １,１３７ １,２１０ 

 

     ・観光農園を開設する。 
 
留 意 事 項  

・高冷地～中間地に限る。 
・地域の特性に応じた品種・作型の組合せを検討する。 
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  指 標 番 号 １８  

営 農 類 型 

大区分 中区分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

花き  鉢花 ファレノプシス 

大輪 

中輪 

小輪 

 

シンビジウム 

      

２０a  

２a  

４a  

        

２０a  

   経 営 規 模 合 計 ６０a  

【資本装備】 
 ・作業場 
 ・ハウス 
 ・二軸二層カーテン    ・遮光装置 
 ・換気扇 ・可動式ベンチ ・暖房装置 
・温風暖房機 ・複合環境制御システム 
・トラック 

 ・動力散霧器 ・ヒートポンプ 
 
【技術・作付体系】 
・高冷地を利用した設備投資の軽減 
（シンビは山上げを伴う） 

・メリクロン苗の利用 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・常時雇用又は臨時雇
用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区       分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(鉢) 

単   価 
（円/鉢) 

労働時間 
(h/年) 

ファレ 大輪 周年 10a １２,２４０ ２,４００ ５,１００ ３,５１６ 
ファレ 中輪 周年 10a 

 
１１,２５６ ２,６８０ ４,２００ ３,５１６ 

ファレ 小輪 周年 10a 
 

１１,５２０ ４,８００ ２,４００ ３,５１６ 

 

シンビジウム １２月出荷 10a ６,０００ ２,０００ ３,０００ １,９５８ 

 

 
・ファレノプシスの仕立ては３本寄せ植えで大輪は７号鉢出荷、中輪は５号鉢出荷、小輪は４．５号鉢は出荷とする。シンビジウムは６．５号鉢 
出荷とする。 

・ファレノプシスの育成期間は大輪と中輪が２年半、小輪が１年半とする。シンビジウムの育成期間は２年半。 

留 意 事 項  
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  指 標 番 号 １９  

営 農 類 型 

大区分 中区分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 花き  鉢花  シクラメン 
 他 

シクラメン 
１０ａ  

   
トコナツナデシコ 

２０ａ  
  
ベルフラワー 

１５ａ  
 
シーマニア 

１５ａ  

   経 営 規 模 合 計 ６０ａ  

【資本装備】 
 ・作業場 
 ・ハウス 
・換気扇  ・二軸二層カーテン 
・暖房機  ・複合環境制御システム 

 ・底面給水装置 ・エキスパンドメタル 
 ・トラック ・動力散霧器 
 
【技術・作付体系】 
 ・底面給水栽培 
 ・防虫網と循環扇の設置による総合防除 
・セル成形苗の利用 
・種苗は自家養成（株分け） 
（トコナツ、ベルフラワー、シーマニア） 

 
【その他】 
 ・施設用地の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・常時雇用又は臨時雇
用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区       分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(鉢) 

単   価 
（円/鉢) 

労働時間 
(h/年) 

シクラメン  １２月出荷 10a ４,８００ 
 

８,０００ ６００ １,７６６ 
トコナツ  春出し、秋出

し 
10a ２,６７９ ２３,３００ １１５ ７５８ 

ベルフラワー  春出し 10a １,９９２ １６,６００ １２０ ４９１ 

 

シーマニア  秋出し 10a ２,７５６ １０,６００ ２６０ ４３４ 

 

・シクラメンは５号鉢出荷、トコナツナデシコは３号鉢、ベルフラワーは３号鉢、シーマニアは４号出荷とする。 

留 意 事 項  
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 適用地域  標高８００ｍ以上   指 標 番 号 ２０  

営 農 類 型 

大区分 中区分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 花き  鉢花  クリスマス
エリカ 

 他 

クリスマスエリカ 
１０ａ  

 
ビオラ 

１０ａ  
 
ベゴニア・センパ 

１０ａ  
 
ルクリア 

５ａ  
 
  

  経 営 規 模 合 計 ３５a  

ａ 

【資本装備】 
 ・作業場  ・ハウス  ・ベンチ 
 ・換気扇  ・二軸二層カーテン 
・トラック ・動力散霧器 
 
【技術・作付体系】 
〈ルクリア〉 

   ・シェードによる開花調節 
   ・挿し木による繁殖 
 〈クリスマスエリカ〉 
   ・クリスマスエリカ栽培マニュアルの

遵守 
・夏期の山上げ栽培 

〈ビオラ〉 
   ・契約栽培の導入による収益の安定化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・常時雇用又は臨時雇
用の確保 

試  算  の  基  礎  

 
区       分 生産 

単位 
粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(鉢) 

単   価 
（円/鉢) 

労働時間 
(h/年) 

クリスマスエリカ 12月出荷 10a ６,７００ ６,７００ １,０００ ７０６ 
ビオラ 秋出荷 10a ７００ １０,０００ ７０ ２２８ 
ベゴニア・センパ 春出荷 10a ８００ １０,０００ ８０ ３７９ 

 

ルクリア 促成 10a ７,４２０ １０,６００ ７００ １,４９２ 

      

 
・クリスマスエリカは４号鉢出荷、ビオラとベコニア・センパは３号鉢出荷、ルクリアは５号鉢出荷を目安とする。 

留 意 事 項  

・クリスマスエリカの生産に関しては、山梨県花き園芸組合連合会会員で栽培契約農家に限る。 

・高冷地に限る 

・家族労働を基本とし、出荷時のみ臨時雇用を活用する。 
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  指 標 番 号 ２１  

営 農 類 型 

大区分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 花き  切りバラ  ３０ａ 【資本装備】 
 ・作業場 
 ・ハウス 
 ・カーテン  ・遮光装置 
 ・ロックウールシステム 
 ・保冷庫   ・ヒートポンプ 
 ・トラック 
 ・動力散霧器 
 ・選花機 
 
【技術・作付体系】 
 ・周年生産、周年出荷 
 ・硫黄自動くん蒸器による防除 
 
【その他】 
 ・施設用地の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・常時雇用又は臨時雇
用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区       分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(本) 

単   価 
（円/本) 

労働時間 
(h/年) 

 

バラ ロックウール栽培 10a ２,８９３ １１５,０００ ６０ ３,００４ 

 

 ・植え付けから改植までの期間は概ね３年 

留 意 事 項  
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  指 標 番 号  ２２ 

  営 農 類 型 

 大 区 分   中  区  分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 作物特作 水  稲 
     ＋ 
     麦 
     ＋ 
  大  豆 

 水稲 
   ５００ａ 
 
 大麦 
   ２５０ａ 
 
 小麦 
   ２００ａ 
 
 大豆 
   ２５０ａ 

   経 営 規 模 合 計   １，２００ａ 

 【資本装備】 
・作業場 ・格納庫 ・トラクター 
・動力噴霧器 ・田植機 
・播種機 ・籾摺機 ・乾燥機 ・米選機 
・麦、大豆用コンバイン 
・自脱型コンバイン ・トラック 
・ドライブハロー  ・ロータリー 
・ブロードキャスター 

 
 【技術・作付体系】 
・大豆－大麦の二毛作 
・大麦はカントリーエレベーターを利用 

 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 
  

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区      分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

 水 稲  自家育苗   10a １７４ ６００ 
 

２９１ ４０ 
 大 麦  水田転作   10a ６２ ３２０ １９５ ６ 
 小 麦  水田転作   10a ４９ ３００ １６４ ９ 

 

 大 豆  水田転作   10a １２２ ３００ ４０８ １２ 

     

  
  ・中間地に限る 

 留 意 事 項  
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  指 標 番 号  ２３ 

  営 農 類 型 

 大 区 分   中  区  分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 作物特作  茶生産・加工    ２５０ａ  【資本装備】 
 ・作業場   ・車庫、収納庫格納庫 
 ・製茶機(６０ｋｇライン) ・せん枝機 
・摘採機 

 ・動力噴霧器 ・トラック 
 
 【技術・作付体系】 
 ・品種構成 
  早生種１０％ 中生種８５％ 晩生種５％ 
 
 【その他】 
 ・ほ場の集団化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・常時雇用又は臨時雇
用の確保 

 試  算  の  基  礎  
 

区      分 生産 
単位 

粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円/kg) 

労働時間 
(h/年) 

 

 茶生産・加工   10a ５７１ １７０ ３,３５８ 
 

１８８ 

     

 ・荒茶製造は３戸の共同利用とした。 
 ・生葉は、１２時間あたり１,４４０ｋｇ加工する。 

 留 意 事 項  
  
・ 峡南地域に限る。 
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  指 標 番 号  ２４ 

営 農 類 型 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  乳 牛 自給飼料型 
 ・ｽﾀﾝﾁｮﾝ 

 乳牛 
   ４０頭 
（経産牛） 

【資本装備】 
 ・牛舎(ｽﾀﾝﾁｮﾝ) ・糞尿処理施設 
 ・飼料貯蔵施設 ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾐﾙｶｰ 
 ・ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ ・ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌｨｰﾀﾞｰ 
 ・ﾄﾗｸﾀｰ   ・ﾊﾞｰﾝｸﾘｰﾅｰ  ・ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ 
 ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ ・ﾊﾞｷｭｰﾑｶｰ ・ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 
 ・ﾃｯﾀﾞｰﾚｰｷ ・ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ ・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ 
 ・ｺｰﾝﾊｰﾍﾞｽﾀ ・ﾛｰﾙｶｯﾀｰ ・ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 
 ・ﾄﾗｯｸ 
【技術・作付体系】 
・牛舎は繋ぎ飼い方式 
・混合飼料給与方式あるいは分離給与 
・糞尿を堆肥化し自給飼料生産等に利用 
・借地利用による自給飼料生産面積の確保 

・複式簿記記帳 

・青色申告の実施 
・家族経営協定の締結に
よる給料制・休日制の
導入 

・常時雇用又は臨時雇用
の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

 自給飼料型・ｽﾀﾝﾁｮﾝ 経産牛１頭 ８４２ ８,２００ １０２.７ １１９ 

     

 
・単価は牛乳販売、堆肥販売、子牛販売価格を含む 
・牛舎は繋ぎ飼い方式 
・自給飼料収穫調製作業の共同化 
・借地利用による自給飼料の確保 
・１頭当たり乳量８，２００ｋｇを確保 

留 意 事 項  

・作業の効率化及び公共牧場の利用による育成牛の飼養管理に係る作業の軽減を図る。 

・自給飼料を主体とする飼料費の削減を検討する。 
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  指 標 番 号  ２５ 

営 農 類 型 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  乳 牛 自給飼料型 
 ・ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ 

 乳牛 
  １００頭 
（経産牛） 

【資本装備】 
 ・牛舎(ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ) ・糞尿処理施設 
 ・飼料貯蔵施設  ・ﾐﾙｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ 
 ・ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ ・ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌｨｰﾀﾞｰ 
 ・ﾄﾗｸﾀｰ ・ﾊﾞｰﾝｽｸﾚｰﾊﾟｰ  ・ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ 
 ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ ・ﾊﾞｷｭｰﾑｶｰ ・ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 
 ・ﾃｯﾀﾞｰﾚｰｷ ・ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ  ・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ 
 ・ﾛｰﾙｶｯﾀｰ  ・ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ ・ﾄﾗｯｸ 
 
【技術・作付体系】 
・牛舎はﾌﾘｰｽﾄｰﾙ、ﾐﾙｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ方式 
・混合飼料給与方式による飼料利用率の向上 
・糞尿を堆肥化し自給飼料生産等に利用 
・借地利用による自給飼料生産面積の確保 

 
・ 複式簿記記帳 
・ 青色申告の実施 

・家族経営協定の締結に
よる給料制・休日制の
導入 

 ・常時雇用又は臨時雇用
の確保 

・ヘルパーの活用 
 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

 自給飼料型・ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ   経産牛１頭 ９７９ ９,４００ １０４ １０２ 

     

 
・単価は牛乳販売、堆肥販売、子牛販売価格を含む 
・フリーストール、ミルキングパーラー方式 
・自給飼料収穫調製作業の共同化 
・借地利用による自給飼料の確保 
・飼料は、サイレージ（牧草）と流通飼料によるＴＭＲ給与 
・１頭当たり乳量９，４００ｋｇを確保 

留 意 事 項  

・公共牧場の利用による育成牛の飼養管理に係る作業の軽減を検討する。 
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  指 標 番 号  ２６ 

営 農 類 型 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  肉 牛  黒毛和種 
 ・肥育 

 肉牛 
   １００頭 

【資本装備】 
・牛舎  ・飼料庫  ・糞尿処理施設 
・飼料タンク     ・トラクター 
・ショベルローダー 
・ブロードキャスター ・カッター 
・トラック 

 
【技術・作付体系】 
・増体と肉質に優れた肥育基牛の導入及び 
飼養管理の充実 

・肥育期間の短縮による生産コスト削減 
・糞尿の堆肥化 
・耕種農家等に対する堆肥の売却または 
稲ワラと交換 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

・家族経営協定の締結によ
る給料制・休日制の導入 

 ・常時雇用又は臨時雇用の
確保 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

 黒毛和種・肥育  飼養頭数１頭 ８８２ ４３４ ２,０３２ ２６ 

     

 
・単価は堆肥販売価格を含む 
・素牛導入月齢９ヶ月（体重２７２kg）、肥育期間２０ヶ月 
・出荷月齢２９ヶ月、仕上体重７００ｋｇ 枝肉歩留まり６２％ 
・流通飼料を利用 

留 意 事 項  
 
・素畜導入費を削減するために繁殖肥育一貫経営を検討する。 
・優良種畜の確保による高品質肉用牛生産と産地ブランドによる有利販売の実践 
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  指 標 番 号  ２７ 

営 農 類 型 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  肉 牛  交雑種 
・肥育 

 肉牛 
   １００頭 

【資本装備】 
・牛舎    ・飼料庫 ・糞尿処理施設 
・飼料タンク ・ﾄﾗｸﾀｰ  ・ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 
・ﾄﾗｯｸ ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾃｯﾀﾞｰﾚｰｷ ・ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ 
・ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ 
 
【技術・作付体系】 
・地域未利用資源を活用した低コスト生産 
・肥育期間の短縮と枝肉重量の確保 
・糞尿の堆肥化 
・自給飼料生産による低コスト化 
 
 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
・常時雇用又は臨時雇用
の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

 交雑種・肥育   飼養頭数１
頭 

４８５ ４６２ １,０５０ ３３ 

 

・単価は堆肥販売価格を含む 
・素牛導入月齢２ヶ月（体重６１kg） 
・出荷月齢２４ヶ月、仕上体重目標７７０ｋｇ 枝肉歩留まり６０％ 
・地域未利用資源の活用 
・自給飼料生産による粗飼料の確保 

留 意 事 項  

 ・自給飼料生産及び粕類等地域未利用資源を活用した低コスト生産の検討。 
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  指 標 番 号 ２８ 

営 農 類 型 

大 区 分 中 区 分 小 区 分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  養 豚   一貫  養豚 
   １５０頭 

【資本装備】 
 ・分娩豚舎  ・妊娠種雌豚舎 ・交配育成舎 
 ・導入隔離舎 ・離乳子豚舎  ・肥育豚舎 
 ・出荷施設  ・糞尿処理施設 ・管理棟 
 ・飼料タンク ・ボブキャット ・トラック 
 
 
【技術・作付体系】 
・糞尿の堆肥化 
・耕種農家等に対する堆肥の売却等 
・尿処理施設の運転管理の適正化 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

 養 豚 種雌豚１頭 ６４７.５ １,５３３ ４２２.４ ３３.８ 

    

 ・年間分娩回数２．２以上 年間子豚離乳頭数２１頭 離乳日齢２１～２５日 離乳体重６kg以上 
 ・出荷時日齢１８０日、出荷時体重１１５kg、枝肉重量７６kg 
 ・事故率２％以下 
 ・流通飼料を利用 

留 意 事 項  
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  指 標 番 号  ２９ 

営 農 類 型 

大 区 分 中  区  分 
経 営 規 模 生 産 方 式 経 営 管 理 の 方 法 農業従事の様態等 

 畜 産  採 卵 鶏  鶏 
   １万羽 

【資本装備】 
・鶏舎       ・管理舎、洗卵室 
・鶏糞処理施設   ・飼料タンク 
・自動給餌機    ・自動集卵機 
・ショベルローダー ・鶏糞袋詰機  
・トラック 

 
【技術・作付体系】 
 ・糞尿の堆肥化 
 ・耕種農家等に対する堆肥の売却等 

 ・複式簿記の記帳 
 ・青色申告の実施 

 ・家族経営協定の締結 
  による給料制・休日 
  制の導入 
 ・臨時雇用の確保 

試  算  の  基  礎  
 

区     分 生産単位 粗 収 入 
（千円） 

生  産  量 
(kg) 

単  価 
（円) 

労働時間 
(h/年) 

 

  採 卵 鶏   成鶏1,000羽 ４,０７２ １９,７１０ ２０６．６ ２６１ 

      

 ・大雛導入方式（１２０日齢） 
 ・品種は、外国系採卵用品種（白色レグホン） 
 ・１日産卵量５４ｇ 
 ・流通飼料を利用 

留 意 事 項  
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第３ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に

関する目標 

 

第２に掲げる効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積

に関する目標は次のとおりとする。 

 

１ 効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積の

シェアの目標 

地  域 
効率的かつ安定的な農業経営が地域の 

農用地の利用に占める面積のシェアの目標 
備  考 

県 全 域 ３２％  

（注）１ 目標年次は平成３１年度とする。 

   ２ この目標は、個別経営体、組織経営体（大規模法人、参入企業）及び地域

農業集団の農用地利用「基幹的作業を３作業以上実施している受託の面積を

含む」面積シェアの目標である。 

 

 

２ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の面的な集積につい

ての目標 

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に

ついては、より効率的な営農を可能とするため、分散したほ場を連担化

し、面的なまとまりを持つ集積が望まれる。そこで、市町村等関係機関

と連携し、農地利用集積円滑化事業や農地保有合理化事業等を強力に推

進することで効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の面的な

集積を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

第４ 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項 

 

１ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項 

第２で示すような営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の育成と、第

３で示すこれらの経営への農用地の利用集積の目標及び面的な集積の目標を達

成するには、本県の地域特性や農業構造、農業経営形態の動向等地域の実情を

充分考慮した上で、従来にも増して積極的に農地流動化対策を推進していくこ

とが必要である。 

このため、県は関係各課、普及センター等県内の指導体制を整備するととも

に、山梨県農業会議、山梨県農業協同組合中央会、（財）山梨県農業振興公社、

山梨県土地改良事業団体連合会等県内の関係団体との間で山梨県担い手育成総

合支援協議会等の活動を通じて相互に十分な連携を図り、利用権設定等促進事

業、農地保有合理化事業、農地利用集積円滑化事業等を柱として、農業経営基

盤の強化の促進のための措置を講ずる。 

また、このような農業経営基盤の強化の促進のための措置を集中的かつ重点

的に実施し、これらの措置が効率的かつ安定的な農業経営の育成に効果的に結

びつくよう、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地

の利用の集積その他の農業経営基盤の強化を促進するための支援措置を集中化

する農業経営改善計画認定制度をさらに推進する。 

 

（１） 利用権設定等促進事業については、県下各地域の特性に即した営農類型

における効率的かつ安定的な農業経営の育成と地域全体の農業の発展が図

られるよう適切な運用を図り、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対

する農用地の利用集積を農作業受委託も含めた形で推進する。 

この場合、賃借料、農作業受託料金の適正化を図り、望ましい経営の発

展に資するよう努める。 

また、今後認定農業者に育成すべき新規就農者や企業の農業参入等、多

様な担い手の確保に努め、これらの担い手への農用地の利用集積を推進す

る。 

地域別には、労働集約型農業地域においては、労働力分散が図られる作

物、品種の導入や省力技術の導入等と併せて農地の管理や整備等を行う農

業協同組合等の取組みを活用しつつ利用権設定等促進事業を実施し、効率

的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積を推進する。 

土地利用型農業地域においては、規模拡大による経営の安定化を図るた

め、利用権設定等促進事業及び農作業受委託を推進し、効率的かつ安定的

な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積を推進する。 

付加価値型農業地域においては、地域特産品の振興等に向け、効率的か

つ安定的な農業経営の育成を図るとともに、多様な担い手として高齢者や

女性も含めた地域ぐるみの生産組織を育成し、これらの担い手への農用地
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の利用集積を推進する。 

 

（２） 農用地利用改善事業については、地域における話し合いによる合意形成

を通じ、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積

を進めるため、地域担い手育成総合支援協議会等との連携を図りつつ、水

田農業等土地利用型農業が主である集落であって、かつ、効率的かつ安定

的な農業経営の育成及びこれらの経営への農用地の利用集積が遅れている

集落を中心に農用地利用改善団体の設立を推進するとともに、担い手が不

足している集落においては、関係者の合意の下に、地区内農用地の受け手

となり、その有効利用を図る組織経営体として、特定農業法人や特定農業

団体の育成を図る。 

 

（３） 地域農業生産の相当部分を担う、効率的かつ安定的な農業経営の確保・

育成を図るため、普及センター等の県内の指導機関においては、地域担い

手育成総合支援協議会、市町村、農業委員会、農業協同組合等地域の関係

機関・団体との連携を進め、地域における指導機能の強化を図り、農業経

営基盤の強化を促進するために必要な事業については、各地域の特性を踏

まえてその地域に適した事業を重点的、効果的に実施する。  

その際、小規模な兼業農家、高齢農家、土地持ち非農家等との連携に留

意しながら、それらとの役割分担を明確にし、新規参入者も含めた認定農

業者等の担い手を育成することに努める。 

 

（４） 県関係機関及び山梨県農業会議、山梨県農業協同組合中央会等関係団体

との連携を強化し、効率的かつ安定的な農業経営のために必要な生産方

式・経営管理の合理化、農業従事者の様態の改善のための研修、また経営

指導、法人設立・運営の指導強化を図る。 

 

２ 県の区域を事業実施区域として農地保有合理化事業を行う法人に関する事

項  

 

（１） 農業経営基盤強化促進法第４条第２項に定める農地保有合理化事業を行

う法人は、（財）山梨県農業振興公社とする。 

 

（２） （財）山梨県農業振興公社は、市町村の承認を受けた農地利用集積円滑

化団体との役割分担を図りながら、農用地等の中間保有、再配分機能を活

用し、認定農業者等が効率的かつ安定的な農業経営を目指すことを支援す

るため、次に掲げる農地保有合理化事業を実施するものとする。 
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ア 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地を売り渡し、交換

し、又は貸し付ける事業 

 

イ 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引き受けを行い、及び当

該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の無利

子貸付を行う事業 

 

ウ 農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託の引受

を行う事業 

 

エ 農業経営基盤強化促進法第１２条第１項の認定に係る農業経営改善計

画に従って設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人に対し

次に掲げるいずれかの出資を行い、及びその出資に伴い付与される持分

又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割し

て譲渡する事業   

① 農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資  

② アからウに掲げる事業により売り渡し、交換し、若しくは貸し付

けた農用地等又は①の現物出資に係る農用地等を利用して当該農業

生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資 

 

オ 農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して

行う新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地

に習得するための研修、その他の事業 

 

カ その他農地保有合理化事業に資するための事業 

 

３ 農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項 

県は、効率的かつ安定的な農業経営を志向する農業者の経営規模の拡大、農

地の集団化等を促進するため、農地利用集積円滑化事業を積極的に推進する。 

なお、農地利用集積円滑化事業の実施にあたっては、県段階の農地保有合理

化法人である（財）山梨県農業振興公社と市町村の承認を受けた農地利用集積

円滑化団体との十分な連携調整の下、効果的な推進を図る。 

 

（１） 農地利用集積円滑化事業の基本的な推進の方針 

農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、市町村の区域の全部又は

一部を事業実施区域として農地利用集積円滑化事業を行う者である農地

利用集積円滑化団体に関する事項、農地利用集積円滑化事業の実施単位と

して適当であると認められる区域の基準、その他実施の基準に関する事項

について、市町村基本構想に定める必要がある。このため、県は市町村が
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当該事項を市町村基本構想に位置づけるための指導・助言等を行うものと

する。 

 

（２） 農地利用集積円滑化団体への支援体制の整備 

県は、農地利用集積円滑化団体の機能の充実・強化を図るため、県段階

では、山梨県担い手育成総合支援協議会及びその構成団体と十分な連携を

図り、支援を行うものとする。 

また、市町村段階での支援体制を整備するよう、地域担い手育成総合支

援協議会及びその構成団体に対し、指導・助言等を行うものとする。 

 

（３） 農地利用集積円滑化事業を支援するための施策 

県は、農地利用集積円滑化団体が地域の実情に応じて実施する農地利用

集積円滑化事業について、（財）山梨県農業振興公社が実施する農地保有

合理化事業との役割分担を図りながら、担い手への農地の集積、さらには

農地の面的な集積が効率的に行われるよう、農地利用集積事業や耕作放棄

地再生活用促進事業等の活用などについて必要な指導・助言・情報提供等

を行うこととする。 

 

 


